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１．被災者支援業務の概要
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被災者支援業務の概要

〇災害時、被災市町村では、短期間に膨大な災害対応業務が発生。
〇被災者支援に係る業務の迅速化・効率化については、行政手続の電子化やシステム整備が有効な手段。
〇自治体のシステム整備促進を目的として、内閣府において「クラウド型被災者支援システム」を構築し、令
和４年度から、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）により運用開始。

※被災者の氏名・生年月日・性別・住所や、住家の被害状況、罹災証明書の申請状況等を記載したもの

避難所の管理・運営

被災者の状況把握（被災者台帳の作成※）

被害認定調査・罹災証明書の発行

氏名 生年月日 性別 住所 電話番号 要配慮者
住家被害
の状況

人的被害
の状況

罹災証明
申請

申請日 交付日
生活再建支
援金申請

○○　太郎 1954/10/〇 男 ○○1丁目97番地 123-1111 要（高齢） 全壊 無 申請済 11月2日 11月16日 11月18日

△△　花子 1945/3/△ 女 △△1丁目100番地 123-4567 要（高齢） 無 有（骨折） ― ― ― ―

□□　一郎　 1976/7/□ 男 □□3丁目10番地 345-1234 無 大規模半壊 無 申請済 11月10日

××　次郎 1965/11/× 男 ××５丁目10番地　××荘1678-9898 要（身体障害） 一部損壊 無

　　　　　　　　　　

住家※の被害の
程度

□全壊　□大規模半壊　□中規模半壊　□半壊　□準半壊　□準半壊に至らない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部損壊）

罹災原因 　　　年　　　月　　　日の　　　　　　　　　　　　による

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇市町村長

（整理番号）

罹　災　証　明　書

世帯主住所

世帯主氏名

（追加記載事項欄③）

（追加記載事項欄①）

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物
　 のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

（追加記載事項欄②）

被災住家※の
所在地
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２．クラウド型被災者支援システムの概要
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クラウド型被災者支援システムの概要

被災者支援
システム
未導入

クラウド型被災者支援システム

住民基本台帳

避難所入退所管理
(マイナンバーカード利用の機能

を一部実装)

X社製
被災者支援
システム

B市

被災者台帳

オンライン申請
（マイナポータル利用）

被災情報
（住家の被害等）

・平時からの住民記録のバック
アップデータの確保により、
庁舎被災時の業務継続が可能

コンビニ交付

①被災者支援システム機能

住民情報
（住所、氏名、年齢等）

避難所受付

被災者台帳機能

窓口・郵送での
受付・交付にも対応

データ連携

・クラウドの利用により、導入や
運用に係るコストを低減

被災者台帳の活用による
・被災状況に応じた

援護対象者の抽出
・被災者の被害状況・居所等の共有
・援護の実施状況等の確認 等

避難所関連機能

避難行動要支援者関連機能

②オンライン申請・コンビニ交付等機能

・避難行動要支援者名簿・
個別避難計画等の
作成・更新促進

・災害時の支援の迅速化等

・避難所運営管理の効率化

・自宅や遠隔地から被災者支援手続
の申請が可能

・コンビニエンスストアでの
罹災証明書・被災証明書の交付
により、密を回避

・導入済みの既存システムとの
データ連携も可能

証明書等
発行機能
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○近年の豪雨災害では65歳以上の死者数の割合が高く、高齢者等の避難支援の仕組みが必要。
○クラウド型被災者支援システムの活用により、平時においては、自ら避難することが困難な高齢者等の個
別避難計画の効率的・効果的な作成を支援し、災害時における高齢者等の円滑な避難を実現。

○個別避難計画※作成・管理機能

・浸水区域に居住、日常生活上介護を要する、独居など、複
数の条件を組合せ、自ら避難することが困難な高齢者等を
抽出し、個別避難計画を作成

・個別避難計画の効率的・
効果的な作成・更新

・災害時における円滑な避
難の実現

《 効 果 》

【 平 時 】

※個別避難計画とは
・自ら避難することが困難な高齢者や障害
者等の避難支援を実施するため、一人ひ
とりの避難先や支援者等を定めた計画
・令和３年５月の災害対策基本法の改正に
より市町村の努力義務とされ、概ね５年
間で優先度の高い者について計画を作成

避難支援の検討を行う地域の会議 本人も参加した避難訓練

行政職員（進行）

ケアマネジャー

当事者知人
当事者

地域住民

クラウド型被災者支援システム（平時の活用）

クラウド型被災者支援システム
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○クラウド型被災者支援システムの活用により、災害発生時には、避難所業務の効率化や、迅速な被災者
台帳の作成など、地方自治体における被災者支援業務を効率化するとともに、マイナンバーカードを活用し、
罹災証明書のコンビニ交付など被災者の利便性を向上。

クラウド型被災者支援システム

○避難所関連機能
・避難所の開設状況や、停電・断水等の状況を一元把握
・避難者名簿の迅速な作成、外出状況も含めた人数の管理、
持病や介護の状況など避難者の配慮事項の把握が可能

○被災者台帳機能
・住民基本台帳データを活用し、被災者支援に必要な情報を
集約した被災者台帳を迅速に作成

・住家の被害認定調査や罹災証明書の交付状況等を一元管理

○オンライン申請・コンビニ交付等機能
・マイナンバーカードを活用し、自宅や遠隔地から被災者支
援手続きのオンライン申請や、コンビニでの罹災証明書の
交付が可能

・避難所の管理・運営業務の
効率化

・一人ひとりの状況に応じた
きめ細かな被災者支援の実施

・被災者の利便性向上・負担
軽減

《 効 果 》

【 災害発生時 】

クラウド型被災者支援システム（災害発生時の活用）

<オンライン申請> <証明書のコンビニ交付>

デジタル技術の活用により、地方自治体における災害対応や被災者支援を円滑化
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災害フェーズを網羅したクラウド型被災者支援システム

9

平 時 発災時 応急期 復旧期

・避難行動要支援者名簿・
個別避難計画等の作成

・避難所の管理
・避難者の管理（入退所等）

・住家の被害認定調査
・罹災証明書の交付
（コンビニ交付）

・各種被災者支援手続（※）

避難行動要支援者名簿
個別避難計画

被災者台帳の作成

迅速・適確な援護実施
（援護の漏れ、

二重支給等の防止）

被災者の負担軽減
（同様の申請等の回避）

関係部署の負担軽減
（関係情報共有による

重複の排除）

見守り・相談支援への活用
適切な避難支援等の実施

＜効 果＞

※被災者生活再建支援金、災害弔慰金、

災害障害見舞金、災害援護資金 等

平時から発災時・復旧期まで被災者支援業務を網羅的にカバーしたシステムになります。



CABINET OFFICE GOVERNMENT OF JAPAN10

３．各業務機能の活用イメージ



各業務の運用イメージ
「避難行動要支援者関連機能」



• 避難支援・安否確認
• 福祉避難所への誘導
• 物資の手配
• 福祉サービスの継続

防災・福祉部門等

要支援者

担当職員

防災・福祉部門等
（名簿・計画の担当部門）

①-1 避難行動要支援者名簿作成 ②情報間の連携 ③被災者支援

• 要支援者の情報を一元管理し、関係部門で共
有。各部門における重複した情報管理をなく
すことにより、支援活動の効率を向上

• 高度な検索機能（横断検索機能）により、大
量の情報の中から自部門の業務に関係する要
支援者の情報を抽出可能

避難行動要支援者関連機能の活用例（運用イメージ）

要支援者の情報を支援に関連する複数部門が入

力・閲覧。抜け漏れない支援を実現

要支援者に係る様々な情報を収集・入力するこ

とで支援に役立つ名簿を作成

要支援者名簿、個別避難計画と避難者情報等の

関連付により、要支援者の迅速な支援が可能

• 既存名簿（CSV形式）からの入力のほか、住
民基本台帳、既存福祉システム、情報提供
ネットワーク等から情報入力可能

• 要支援者名簿に必要な項目を網羅するほか、
自治体独自の項目を追加可能

発災時の連携について参 考

• 発災時、避難所や災害対策本部等で入力された要
支援者に係る避難状況、安否等の情報が、要支援
者名簿や個別避難計画へ自動的に反映されます

• このため、福祉部門や避難支援等関係者は、上記
のように他部門で入力された要支援者に係る情報
の閲覧が可能となります

• 被災者台帳、避難者名簿、避難行動要支援者
名簿、個別避難計画を相互に閲覧可能

• 個別避難計画画面では、避難時の経路や配慮
点、要支援者の避難有無、安否確認等がひと
つの画面で確認可能

①-2 個別避難計画作成

• 要支援者名簿から容易に個別避難計画を作成
可能

• 計画に必要な項目を網羅するほか、自治体独
自の項目を追加可能

• 計画作成の優先度が高い要支援者を抽出可能

災害対策基本法の改正（令和3年）で努力義務

化された個別避難計画の作成が可能

避難行動
要支援者関連機能

③被災者支援

「横断検索機能」の特徴参 考

• 横断検索機能では、「常備薬が必要な要介護区分
3以上の避難者」や「避難者のうち、住家被害が
ある者」等、支援に必要な任意の条件を指定して
検索できます

• よく使う検索条件が最初から定義（プリセット）
されているため、横断検索機能の習熟ができてな
くても高度な検索が可能です

（発災後）（平常時）

各種閲覧・入力

②情報間の連携

要支援者

避難支援等関係者

担当職員

クラウド型

被災者支援システム

連携

避難支援等関係者

連携

①-1 避難行動要支援者名簿作成

①-2 個別避難計画作成

各種閲覧・入力

12



追加機能①：個別避難計画作成の優先度が高い人の抽出を支援する機能

13

ハザードマップ上において危険な場所に住む避難行動要支援者を検索して、個別避難計
画を作成する優先度が高い人の候補者を抽出

①避難行動要支援者名簿に記録されている避難支援等を必要とする事由（要介護、障害、難病等）を指定

②浸水や土砂災害などのハザードマップを選択して危険な場所に住む避難行動要支援者を検索

(1)要介護状態区分等の指定
（例：要介護4、要介護5）

(2)ハザードマップの指定
（例：浸水0.5～1m）

(3)検索実行

(4)該当するところに住居がある避難行動用支援者を表示

（利用イメージ）

避難支援等を必要とする事由



追加機能②：手書きの書面や図などを個別避難計画へ添付する機能

14

手書きの書面や図などが記録されたファイル（画像、Word、Excel、パワーポイント
等）を個別避難計画に添付

①ホワイトボードに描かれた手書きの図や屋内の見取図、氏名を自署した同意書などを添付

②添付したファイルを庁内の関係部署の職員が共有して平常時・災害時の避難支援等の基礎とする

（利用イメージ）

例：手書きの図
（画像ファイル）

例：屋内の見取図
（パワーポイント） (1)個別避難計画にファイルを添付

(2)個別避難計画に添付されたファイルを閲覧

脱衣所

WC

玄関

浴室

台所

寝室 居間

引き戸

掃出し掃出し掃出し

市道

介護
ベッド

フェンス

引き戸

スロープ
（常設）

車いす
引き戸 引き戸

段差注意
（約20cm）

門扉
（内開き）



各業務の運用イメージ
「避難所関連機能・被災者台帳機能」



避難所職員

避難所 災害対策本部等

担当職員

①避難者入退所管理 ②避難所情報の管理・閲覧 ③情報間の連携

• 被災者台帳、避難者名簿、避難行動要支
援者名簿、個別避難計画を相互に閲覧可
能

• 個別避難計画の画面では、避難時の経路
や配慮点、要支援者の避難有無、安否確
認等がひとつの画面で確認可能

避難者名簿と要支援者名簿等の関連付けによ

り、被災者の迅速な状況把握と支援が可能

（健康確保、関連死防止）

発災直後の混雑時でも避難者の入退状況を抜

け・漏れなく登録

避難所で入力したデータから避難者名簿・被

災者台帳を作成、避難状況・被災状況を把握

• 住民基本台帳から作成した避難者候補名
簿を事前取り込みできるため、入所者を
氏名等で検索して登録

• マイナンバーカードから登録

• 全項目を手入力で登録

• 被災者の安否情報や被害状況も合わせて
登録

• 避難所の避難者数、要支援者数を自動集計

• 避難所外避難者の把握・集計

• 避難所の開設状況や設備(発電機、トイレ
等）状況を登録管理

（被災者台帳機能）

• 住家・人的被害等の情報を把握

• 被災情報は罹災証明の発行に使用

• 自治体独自の入力項目も追加可能

独自の事項や台帳ついて参 考

「避難所入退管理アプリ」の特徴参 考

• ご利用のPCにインストールを行うデスクトップ
アプリケーションです

• 避難所入退管理アプリはネットワーク（クラウド
環境）に接続しなくても動作します

• 被災者台帳、避難者名簿、避難行動要支援者名
簿、個別避難計画には市町村独自の記録事項を
設定することができます

• また、複数の事項をまとめた独自の台帳を
「ユーザ定義台帳」として設定することもでき
ます

（避難所関連機能）

入所者情報

避難者候補名簿

②避難所情報の管理・閲覧

避難所関連機能・
被災者台帳機能

情報閲覧・入出力
避難者

③情報間の連携

避難所
入退管理アプリ

クラウド型

被災者支援システム
①避難者入退所管理

16

避難所関連機能・被災者台帳機能の活用例（運用イメージ）

設定
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避難所入退管理アプリを用いた避難者管理

17

マイナンバーカードの券面事項入力補助や避難所候補名簿（住民情報） からの4情報検
索で避難者の入退所状況を登録管理



各業務の運用イメージ
「罹災証明書、各種支援制度の電子申請」



自宅等

税務部門等
連
携

外部システム

罹災証明書、各種支援制度の電子申請の活用例（運用イメージ）

ぴったりサービスを通して申請す

ることで、コンビニでの罹災証明

書の発行が可能

ぴったりサービスによる電子申請で
は自己判定方式による罹災証明書申
請も可（写真の添付が可能）

自治体窓口

被害認定
情報

①-1 証明書の申請(オンライン)

被災情報(住家、非住家)の管理、

住家の被災状況の記録が可能

• GISを活用した住家被害の一括登
録も可能

• 既存の外部システムから被害認定
情報の入力が可能

②被災情報の登録

発行準備が整い次第、コンビニに

て罹災証明書、被災証明書の発行

が可能

電子申請時にメールアドレスを登録

されていれば、被災者へ発行準備が

完了した旨の通知を送付

③証明書の発行

各種支援制度の電子申請受付、シ

ステム上にて承認から進捗管理ま

で可能

• ぴったりサービスにて電子申請の

受付が可能

• 受付情報は被災者台帳に連携、シ

ステム上で申請の承認が可能

• 電子申請時にメールアドレスを登

録されていれば、被災者へ確認が

完了した旨の通知を送付

• 被災者台帳上にて申請状況の確認、

進捗管理が可能

④各種支援制度の申請

自宅等

被災者
クラウド型被災者支援システム

被災者台帳機能
・申請管理機能

電子申請

準備完了通知

被災者

被災者

申請

発行

担当職員

コンビニ

連
携

電子申請

連携

準備完了通知

管
理

発
行

②被災情報の登録

③証明書の発行

マイナポータル
（ぴったりサービス）

①-1証明書の申請(オンライン)

①-2 証明書の申請(窓口)

窓口による申請受付も可能（ただし、
この場合は罹災証明書、被災証明書
のコンビニ交付不可）

• 被災者生活再建支援金
• 災害弔慰金
• 災害障害見舞金
• 災害援護資金

④各種支援制度の申請
①-2証明書の申請(窓口)

「申請管理機能」の特徴参 考

• 電子申請が行われると、担当職員にメールでお知らせします

• 電子申請の内容と台帳の内容に差違があった場合、差違がある項目を並べて表
示し、正しい方を選択して採用することができます

証明書発行
センタ

他のシステム
クラウド型

被災者支援システム

【凡例】
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マイナポータル
（ぴったりサービス）

罹災証明申請書

被災者台帳

氏名 生年月日 性別 住所 電話番号 要配慮者
住家被害
の状況

人的被害
の状況

罹災証明
申請

申請日 交付日
生活再建支
援金申請

○○　太郎 1954/10/〇 男 ○○1丁目97番地 123-1111 要（高齢） 全壊 無 申請済 11月2日 11月16日 11月18日

△△　花子 1945/3/△ 女 △△1丁目100番地 123-4567 要（高齢） 無 有（骨折） ― ― ― ―

□□　一郎　 1976/7/□ 男 □□3丁目10番地 345-1234 無 大規模半壊 無 申請済 11月10日

××　次郎 1965/11/× 男 ××５丁目10番地　××荘1678-9898 要（身体障害） 一部損壊 無

オンライン申請の情報を被災者台帳に連携

罹災証明書等の電子申請 ～ 被災者台帳との連携

調査結果
の入力

電子申請の
内容確認

申請受理 調査票出力

被災証明申請書



CABINET OFFICE GOVERNMENT OF JAPAN

被害認定調査の実施 ～ 罹災証明書の発行

住家等
番号

調査番号 氏名 住所 物件所在地
住家被害
の状況

1234 1 〇〇 太郎 〇〇１丁目97番地 〇〇１丁目97番地 全壊

2345 2 △△ 花子 △△１丁目100番地 △△１丁目110番地 大規模半壊

3456 3 □□ 一郎 □□３丁目10番地 □□３丁目10番地の２ 準半壊

調
査
票

被害認定調査
を実施

　　　　　　　　　　

住家※の被害の
程度

□全壊　□大規模半壊　□中規模半壊　□半壊　□準半壊　□準半壊に至らない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部損壊）

罹災原因 　　　年　　　月　　　日の　　　　　　　　　　　　による

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇市町村長

（整理番号）

罹　災　証　明　書

世帯主住所

世帯主氏名

（追加記載事項欄③）

（追加記載事項欄①）

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物
　 のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

（追加記載事項欄②）

被災住家※の
所在地

罹災証明書を発行

調査結果をシステムに入力

調査結果
の入力

電子申請の
内容確認

申請受理 調査票出力
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被災者支援システムから申請者にメールが送付されます

電子申請を行った方へのメール通知



マイナポータルとは

23
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４．導入に当たって活用可能な地方財政措置
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クラウド型被災者支援システムに活用できる地方財政措置

令和5年度、クラウド型被災者支援システムに活用できる地方財政措置として
以下の３つがございます。
本システムの初期費用及び運用費用のコスト削減に貢献しますのでご活用ください。

クラウド型被災者支
援システムでの措置

対象
措置期間 交付税措置率

緊急防災・
減災事業債

サーバー等の
調達費などの
初期費用

令和７年度まで
措置率：70％

（充当率：100％）

郵便局などにおける
証明書自動交付
サービスの

特別交付税措置

サーバー等の
調達費などの
初期費用

※

令和７年度まで
措置率：70％

（財政力補正あり）
（事業費上限額：なし）

地域デジタル
社会推進費

（普通交付税）

システム利用料
などの運用費用

令和５年～７年
（事業期間）

ー

①

②

③

初期

初期

運用

サーバー等の調達費などの初期費用 システム利用料などの運用費用運用初期

※初期費用のうちコンビニ交付に必要な住基データと被災者支援システムを連携するための改修費用等のみ措置対象
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【パターンA】

住基システムを被災者支援システム等と自動連携する場合
【パターンB】住基システムを被災者支援

システム等と自動連携しない場合

A①
A③

自治体基盤クラウドシステム
（BCL）による住民票の写し等の
コンビニ交付を併せて実施する場

合

A②
住民票の写し等は

既存のコンビニ交付を
利用する場合

B
住民票の写し等は

既存のコンビニ交付を
利用する場合

住民票の写し等の
コンビニ交付を
利用しない場合

1.
システム整備に必要な費用

（初期費用）

2.
整備後に
必要な
費用
(運用
費用)

(1)被災者支援
システム利用料

団体基礎額18万5,000円+団体人口比例額（人口×10円）

(2)システム関連
運用保守費用

連携APサーバ等の保守管理費用
（BCL導入済みの場合は負担済み）

データフォーマット変換ツール等の
保守運用費用

(3)コンビニ交付
運営負担金

約35万円/年～988万円/年
（BCL導入済みの場合は負担済み）

約69万円/年～988万円/年
（コンビニ交付導入済みのため既に負担済み）

約69万円/年
～988万円/年

(4)コンビニ交付
委託手数料

罹災証明書の交付枚数（117円/通） 罹災証明書の
交付枚数

（117円/通）住民票の写し、印鑑証明書、税証明書の交付枚数（117円/通）
（BCL or 既存のコンビニ交付で負担済み）

(5)BCL証明発行
機能利用料

住民票の写し、印鑑証明書、
税証明書のコンビニ交付枚数

（180円/通）
（BCL環境上の従量課金）

（BCL導入済みの場合は負担済み）

費用負担発生なし

費用内訳

導入パターン

26

導入パターンA・Bに活用できる地方財政措置について

対象外

緊急防災・減災事業債

以下の表は、各導入パターンの初期費用と運用費用に活用できる地方財政措置とその措置率になります。
郵便局などにおける証明書自動交付
サービスの特別交付税措置 ※

地域デジタル社会推進費
（普通交付税）

措置率 措置率

70%

措置どちらかを活用可能

対
象
外

70％

措置

70％

措置

約数万円～数百万円約600万円～1,600万円
70%

措置どちらかを活用可能

※初期費用のうちコンビニ交付に必要な住基データと被災者支援システムを連携するための改修費用等のみ措置対象
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総務省資料より①
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総務省資料より②
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総務省資料より③
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デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）
採択状況について

30

デジタル田園都市国家構想交付金（令和４年度第２次補正予算）において、以下の自治体が事業に
採択されました。
採択されたのは、デジタル実装タイプのType1とマイナンバーカード利用横展開事例創出型になり
ます。
※デジタル実装タイプ…デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向けて、
以下の取組を行う地方公共団体に対し、その事業の立ち上げに必要な経費を支援。

北海道 池田町 行政サービスのデジタル化と併せたマイナンバーカード利活用促進事業

岩手県 西和賀町 マイナンバーカード利活用促進支援

福島県 会津美里町 自治体基盤クラウドシステムを活用した窓口改革

埼玉県 加須市 被災者支援システム導入

埼玉県 新座市 クラウド型被災者支援システムの導入

三重県 東員町 クラウド型被災者支援システムを活用した地域の安全性向上

高知県 四万十市 クラウド型被災者支援システム導入事業

〈Type1〉他の地域で既に確立されている優良モデル等を活用した実装の取組（優良モデル導入支援型）

〈マイナンバーカード利用横展開事例創出型〉
現にマイナンバーカード交付率が高い団体における、全国への横展開モデルとなるカード利用の
先行事例構築に寄与する取組

北海道 三笠市 いつでも、どこでも、誰でも参加できる市民カードを活用したまちづくり事業

北海道 更別村 ベーシックインフラサービス・マイナンバーカード活用事業

他
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５．導入スケジュールについて
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令和５年度 令和６年度

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

令和５年度 令和６年度

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

32

導入にむけた自治体のスケジュール(イメージ）

（例）R５.９月補正で予算措置の場合（4/1～利用開始）

導入検討

システム構築（J-LIS）

見積・庁内調整等

連携環境構築
（初期費用）

試験準備・各種試験
（初期費用）

（例）R６当初予算で予算措置の場合（９月頃利用開始）

★予算成立

利用申込

★予算成立

利用申込

約５か月

約５か月

令和５年度９月補正で予算措置をした場合と令和６年度当初予算で
予算措置した場合のスケジュールイメージになります。

利用開始
（運用費用）ヒアリングシート提出

約款様式
送付

導入検討 見積・庁内調整等

ヒアリングシート提出

連携環境構築
（初期費用）

利用開始
（運用費用）

自治体手続き 自治体作業
（必要費用）

J-LIS作業・手続き
凡
例

システム構築（J-LIS）

試験準備・各種試験
（初期費用）

約款様式
送付

約款
送付

★利用約款締結

約款
送付

★利用約款締結
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ご質問等がございましたら、下記担当までご連絡ください。

●システム全般に関すること

内閣府政策統括官（防災担当）付クラウド型被災者支援システム担当
電話：03-3503-2231（防災デジタル・物資支援担当）
Mail：csus-div.a3w@cao.go.jp

●各種機能について

個別避難計画・要支援者名簿、被災者台帳、避難所入退所、

個人情報及び特定個人情報管理に関すること

電話：03-3593-2849（避難生活担当）

罹災証明書・被災証明書、被災者支援手続きに関すること

電話：03-3503-9394（被災者生活再建担当）

問い合わせ先

mailto:csus-div.a3w@cao.go.jp

